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長崎市附属機関に関する条例の一部を改正する条例について

1 改正理由

長崎市においては、地方自治法第138条の4第3項等の規定により、行政の執行に必要な調

停、審査、諮問又は調査を行う機関として、附属機関を設置してぃる。

今回、2に記載のとおり市長に属する附属機関を設置したいので、長崎市附属機関に関する

条例の一部を改正するもの。

【参考】

地方自治法(抜粋)

第138条の4第3項・普通地方公共団体は、法律又は条例の定.めるところにより、執行機関の附属

機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のた

めの機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関につぃては、この限りでない。

第202条の3 普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例

の定めると二ろにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う.機関とす

る。

2 附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3 附属機関の庶務は、法律又は二れに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行

機関において掌るものとする。

2 改正内容

(1)附属機関の設置

① 長崎市DX推進委員会

名称

②
長崎市平和公園再整備基本計画

検討委員会

(2)施行日

令和3年6月1日

都市全体のデジタル化の推進に関する必要な事項の

調査審議に関すること。

平和公園の再整備に係る基本計画の策定に関する重

要事項の調査審議に関すること。

担任事務



3 附属機関の概要

①長崎市DX推進委員会(事務局:情報政策推進室)

ア設置目的

コロナ禍において明らかとなったデジタル化の遅れを取り戻すため、社会全体のデジ

タル化が急速に進もうとしている。

長崎市としても地域の実情を踏まえ、この流れに遅れることなく計画的にデジタル化

を進めるため、地域における課題、デジタル技術の現状と発展の見込み等を的確に把握

する必要がある。

そこで、今後、都市全体のデジタル化の方向性などについて、デジタル技術の現状や今

後の発展につぃての見識がある者、実際にデジタル技術を活用して事業を行っている者、

経済活動等を通じて様々な課題解決に取り組んでいる者等に意見と必要な事項の調査審

議を求めるため、長崎市DX推進委員会を設置するもの。

※DX (デジタル・トランスフォーメーション)

:1CTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変換させること

イ審議内容

長崎市DX推進計画の策定及び関連事業の実施にあたり、意見の具申を行うとともに、

その内容について評価するなど必要な事項の調査審議を行うもの。

ウ 開催回数

令和3年度

、

工 委員構成

10 人以内て学識経験のある者、 1CT業界、情報通信業界、金融関係機関を代表する

者、公募市民など)

5回開催予定

オスケジュール案

(ア)令和3年度

令和3年6月1日

時期

令和3年6月

令和3年8月

長崎市DX推進委員会設置

第1回委員会開催

第.2回委員会開催

内容

2



/

゛

令和3年9月

時期

令和3年11月

令和4年2月

(イ)

第3回委員会開催

令和4年度以降

長崎市DX推進計画に掲げる事業の実施に係る調査、分析及び評価について

第4回委員会開催

第5回委員会開催

内容

3



デジタル政策

コーデイネーター
(デジタル専門人材、'」度)

よ視点

長崎市DX推進体制

^

【人材】

・デジタル化推進の考え

方を理解し政策デザイン

やマッチング・プロデユース

などを行う

【役割】

・長崎市の情報政策の

課題を整理

・政策の方向性を定義

し、デジタルの視点を適

切に政策に取り込むため

のアドバイス

・事業展開に際して最適

な知見を持つ人材のマッ

チング

.

市長

情報政策推進室

DXアドバイザー

:外部人材

連携

関係部局

長崎の視点

^^

..

具現化

事業展開

【人材】

・デジタル化やマーケテイ

ング等に関する知見を持

ち、長崎市の実情や課

題を把握

・1T技術者、金融機関、

大学などの分野

【役割】

・政策課題、政策の方

向性、事業の検討、事

業展開に関し専門的・

技術的見地1こ加え地域

の実情を踏まえたアドバ

イスや支援

、゛

、、

DX推進計画の策定

(計画に基づく政策推進)

..

'

【委員構成】※10名以内

・学識経験者、1C「業界、情報

通信業界、金融関係機関、

公募市民など

※DX (デジタル・トランスフォーメーション)

:1CTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変換させること

4

調査・研究

審議

長崎市DX推進委員会
附属機関

【担当事務】

・都市全体のデジタjHヒの推進に

関する必要な事項の調査審議
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②長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会(事務局:土木部土木企画課)

ア設置目的

現行の「平和公園再整備基本計画」は平成6年3月に策定し、その後、同計画に基づき、

順次、再整備を進め現在に至っている。

同計画の策定から27年が経過する中、長崎県において事業化の検討が進められてぃる地

域高規格道路長崎南北幹線道路が、平和公園内の複数のスポーツ施設の上空を通過するこ

とが想定されているなど、平和公園を取り巻く状況等に変化が生じてぃることから、同計

画を見直す必要がある。

平和公園は多くの市民の方々に広く利用されている重要な公園であることから、再整備

基本計画の策定に当たっては、都市づくりの考え方や周辺の土地利用の変化等を踏まえ、

そのあり方やスボーツ施設の再配置などについて、多様な関係者や関係機関の参画のもと

公平・中立性の見地から審議を行うべきであることから、長崎市平和公園再整備基本計画

検討委員会を設置するもの。

イ審議内容

平和公園を取り巻く状況、現状、課題などを整理し、平和公園全体の基本方針、西地区

における整備方針やスポーツ施設の再配置などについて審議を行う。

ウ 開催回数

令和3年度

工 委員構成

20人以内(学識経験のある者、スポーツ関係団体、平和関係団体を代表する者、公募市

民など)

4回開催予定

オ'スケジュール案

令和3年6月1日

時期

令和3年7月

令和3年9月

令和3年11月

令和4年2月

長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会設置

第1回委員会開催

第2回委員会開催

第3回委員会開催

第4回委員会開催

内容
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平和公園再備基本計画(平成6年3月)

【基本方針】地区全:「平和の森」(一平和を履い、 していく交流公一)
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4 新旧対照表

長崎市附属機関に関する条例

第1条から第3条まで(略)

別表第1(第2条関係)

附属機関
の属する

執行機関

等

改正後

市長

名称

(略)

長崎市火
葬場整備
計画審議

担任事務

長崎市附属機関に関する条例

第1条から第3条まで(略)

会

長崎市D
X推進委
員会

長崎市もみじ谷葬斎場の
建替えに関する重要事項
の調査審議に関するこ
と。

(略)

長崎市平
和公園再
整備基本
計画検討
委員会

教育委員会

別表第1(第2条関係)

都市全体のデジタル化の
推進に関する必要な事項

の調査審議に関するこ
と。

附属機関
の属する

執行機関
等

改正前

上下水道事

業管理者

平和公園の再整備に係る
基本計画の策定に関する
重要事項の調査審議に関
すること。

別表第2 (第2条関係)

(略)

市長

(略)

名称

(略)

教育委員会

(略)

長崎市火

葬場整備
計画審議

上下水道事

業管理者

(略)

担任事務

会

(略)

長崎市もみじ谷葬斎場の
建替えに関する重要事項
の調査審議に関すると
と。

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第2 (第2条関係)

(略)

(略)
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【参考】

附属機関の設置数

附属機関条例(別表第1)

設置根拠

附属機関条例(別表第2)

個別条例

【備考】附属機関条例(別表第2)は類型の附属機関、附属機関条例(別表第1)はそれを

除く附属機関

※1長崎市住宅政策協議会 R3.3.31廃止

長崎市立長崎商業高等学校学科改編審議会 R3.3.31廃止

※2長崎市DX推進委員会、長崎市平和公園再整備基本計画検討委員会の設置

法令等

R3.2.1

合計

66 機関

R3.4.1

6機関

35機関

15機関

64機関

(※1)

122機関

R3.6.1

(改正後)

、

6機関

35機関

＼

巧機関

66機関

(※2)

120機関

6機関

35機関

15機関

122機関
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